
独立行政法人 

   労働者健康安全機構「三重産業保健総合支援センター」 
  と「各 地域産業保健センター」ご利用のお知らせ 

 

 〇働く人の健康管理のための公的な機関です  〇提供するサービスは全て無料です 
三重産業保健総合支援センターでは、各地域産業保健

センターとともに、産業保健に携わる産業医、保健師、

衛生管理者はじめ事業主や人事労務担当者の方々に対し

て、産業保健に関する研修や専門的な相談への対応など

の各種支援を行っています。皆様のご利用をお待ちして

おります。 

 三重産業保健総合支援センター（三重さんぽセンター）【産業保健スタッフ向けサービス】  
 
  ●産業保健関係者に対する専門的研修 

事業場等の産業保健スタッフに対する産業保健研修会（「産業医向
け」と「産業医以外の産業保健スタッフ向け」）を行っております。 

●事業主・労働者に対する啓発セミナー等 
事業主団体等が主催する会員向け研修会等で労働衛生に関する講演

（治療と仕事の両立支援、メンタルヘルス対策等）への講師派遣を行い
ます。 

  ●個別訪問支援等 
専門スタッフ（保健師、社労士等）が事業場に訪問し、治療と仕事

の両立支援制度の導入支援や、メンタルヘルス対策への取組の支援等
を行います。 

●情報提供等 
毎月１回「三重産保メルマガ」を配信しています。 

産業保健に関する最新情報、産業保健研修会参加の特典もあります。
是非ご登録を‼。 

  ●上記事業を含め、その他各種事業等について、当センターホームページhttps://www.mies.johas.go.jp

により提供しています。研修会、産業保健相談・支援等の申込みや関係行政機関等からの情報提供も行って

います。 

 

各 地域産業保健センター（各 地
ち

さんぽ）  【小規模事業場向けサービス】 

●労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で 

定められた、健康診断結果の有所見者に対する医師からの意見聴取、長時間労働者や高ストレス 

者に対する面接指導のほか、こころとからだの健康管理に関わる相談や事業場個別訪問による産 

業保健サービス等を実施しています。 

●ご利用には事前の申込みが必要です。また、利用回数には制限がありますので、詳細は事業場 

所在地の各地さんぽコーディネーターへお問合せください。 

 【松阪地さんぽ】 
松阪市白粉町 363 
松阪地区医師会館内 
☎0598-21-3308 
開設日：毎週火・木・金  

【伊賀地さんぽ】 
伊賀市四十九町1929-42 
伊賀医師会館内 
☎0595-24-3613 
開設日：毎週月・火・水 

【津地さんぽ】 
津市島崎町 97-1 
津地区医師会館内 
☎059-227-5252 
開設日：毎週月・水・金  

【鈴鹿亀山地さんぽ】 
鈴鹿市西条 5-118-4 
鈴鹿市医師会館内 
☎059-384-0230 
開設日：毎週火・水・木  

【四日市地さんぽ】 
四日市市西新地 14-20 
四日市医師会館内 
☎080-9370-2042 
開設日：毎週火・水・木  

【桑名地さんぽ】 
桑名市東方尾弓田3038 
桑名医師会  
健康福祉センター内 
☎0594-25-3481 
開設日：毎週火・水・木   

【伊勢地さんぽ】 
伊勢市勢田町 613-12 
伊勢地区医師会館内 
☎0596-26-1020 
開設日：毎週火・木・金  

【東紀州地さんぽ】 

熊野市井戸町 750-1 

熊野市社会福祉センター内 

☎0597-89-6039 
開設日：毎週火・水・金  
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